重要事項説明書
（訪問看護・介護予防訪問看護サービス）

第1条（会社の概要）
	法人の名称
	合同会社リライフホームケア

	代表者職氏名
	代表社員　大津　英哉

	法人の所在地
	神奈川県平塚市黒部丘23番7号

	電話番号
	0463-57-2363

	FAX番号
	0463-67-8812

	運営する主な
事業・サービス内容
	しんしあ訪問看護：医療保険法及び介護保険法に基づく訪問看護事業
くらしのたより：高齢者等の日常生活支援事業・身元保証事業
死後事務委任事業・不動産管理事業



第２条（会社のサービス方針等）
当事業所は、利用者一人ひとりの心身の状態及び生活環境を十分に把握し、その人らしい生活が継続　　できるよう、利用者及び家族の意思を尊重したサービスの提供に努めます。
また、住み慣れた地域において安心して生活を送ることができるよう、医療機関、居宅介護支援事業者
その他の関係機関と連携し、総合的かつ継続的な支援を行います。

第３条（訪問看護サービス）
　訪問看護サービスは、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅におい
て自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し心身機能の維持回
復を図ることを目的とします。

第４条（事業所の概要）
	事業所名
	しんしあ訪問看護

	所在地
	神奈川県平塚市黒部丘23番７号

	管理者
	齋藤　明子

	電話番号
	0463-57-2363

	FAX番号
	0463-67-8812

	指定年月日
	令和8年2月1日

	介護保険事業所番号
	1462090553

	第三者評価実施状況
	　無







第５条（事業所の職員体制等）
1 職員体制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　年　月　日現在）
	職種
	人員
	備考

	管理者
	１名（常勤）
	看護職員と兼務

	看護職員
	保健師
	0名
	

	
	正看護師
	２名以上
	

	
	准看護師
	０名
	

	事務職員
	
	


事業所は、緊急時訪問看護加算（２４時間対応体制加算）を算定できる体制をとっております。

2 職務内容
1 管理者（正看護師・保健師）
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われているように統括します。但し、管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務に従事することができるものとする。
2 看護職員
保健師・看護師は訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護を担当します。

第６条（サービス提供地域）
　　　　平塚市・中郡大磯町

第７条（営業日および営業時間：窓口対応時間）
	営業日
	月曜日から金曜日まで　9：00～17：00（祝日は営業します）
（土曜日・日曜日及び１2月30日から1月3日までは休業）

	サービス
提供時間
	月曜日から金曜日まで　9：00～17：00
（土曜日・日曜日及び１2月30日から1月3日までは休業）



第8条（サービスの提供方法及び内容）
　事業所は、居宅サービス計画に基づき介護保険法が定めるサービス又は老人保健法・健康保険法等の医療保険関係法令が定めるサービスを提供します。

1 訪問看護サービスの提供方法は次の通りとする。
1 訪問看護の利用者がかかりつけの医師に申し込み、医師が交付した訪問看護の指示書に基づいて、訪問看護計画書を作成し、訪問看護を実施します。
2 利用者希望又は家族、担当する介護事業所等から会社に直接申し込みがあった場合は、主治医に指示書の交付を受けるよう依頼します。
3 利用者に主治医がいない場合は、事業所から主治医の選定を助言・依頼をします。
2 訪問看護の内容は次の通りとする。
1 病状・障害の観察
2 清拭・洗髪等による清潔の保持
3 食事及び排泄など日常生活の世話
4 褥瘡の予防・処置
5 リハビリテーション
6 ターミナルケア
7 認知症患者の看護
8 療養生活や介護方法の指導
9 カテーテル等の管理
10 その他医師の指示による医療処置
3 看護職員の禁止行為は次の通りとします。
1 利用者又は家族の金銭・預貯金通帳・証書・書類等の預かり
2 利用者又は家族からの金銭・物品・飲食の授受
3 同居家族である利用者に対するサービスの提供
4 利用者の居宅での飲酒・喫煙・飲食
5 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（生命や身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除く）
6 その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動・政治活動・営利活動・その他迷惑行為

第9条（連携について）
　事業所は、訪問看護サービスの提供にあたり、介護支援専門員及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

第10条（介護費用及び利用者負担金について）
1 介護費用及び利用者負担金の体制について
1 地域区分と地域単価は、次の通りとなります。
地域区分：5級地　地域単価：10.70円
2 介護費用は、サービス内容ごとに決められた単位数に地域単価を乗じた金額となります。
3 通常の時間帯（午前8時～午後6時）以外の時間帯でサービスを行う場合、介護費用は次の加算割合で割増されます。
早朝（午前6時～午前8時）、夜間（午後6時～午後10時）：＋25％
深夜（午後10時～午前6時）　　　　　　　　　　　　　：＋50％
2 サービスに対する利用者負担金は居宅介護支援事業所が作成する利用者の「サービス利用票」及び「サービス利用票別表」によるものとし、詳細は別紙「料金表」にて説明します。なお、利用者負担金は介護保険法令等に基づいて定められているため、契約期間中に介護保険法令等が改定された場合には、改定後の金額を適用するものとします。この場合、事業所は改定内容決定後速やかに利用者に対し通知します。
3 利用者負担金については、金融機関の口座から引き落としとさせていただきます。利用者が希望する場合は、振込み・現金回収にてお支払いいただくことも可能です。
4 利用者負担金は居宅サービス計画書を作成しない場合など「償還払い」となる場合には、いったん利用者が介護給付額（10割）を支払い、その後市区町村に対して保険給付分を請求することになります。
5 介護給付額の一部が制度上の支給限度額を超える場合には、超えた部分は全額自己負担となります（その際には、居宅サービス計画書を作成する際に介護支援専門員から説明の上、利用者の同意を得ることになります）。
6 利用者が介護保険料の支払いを滞納している場合、介護保険法により介護給付の支払方法変更（償還払い）等の給付制限が生じることがあります。保険給付の制限を受けた場合（被保険者証の給付制限欄に「支払方法の変更」等の記載があった場合）当事業所提供分のサービス費用（「費用総額（保険対象分）」及び「利用者負担（全額負担）」の総額をお支払いいただきます。詳細については介護支援専門員又は担当者からご説明します。
7 訪問看護師等が利用者宅を訪問する際にかかる交通費については、第6条で定めるサービス提供地域にお住まいの方は無料となります。

第11条（キャンセル）
1 利用者がサービスの利用を中止する際には、すみやかに第4条で定める連絡先までご連絡ください。
2 利用者の都合でサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用の前日までにご連絡ください。

第12条（訪問看護計画）
1 事業所は利用者の日常生活の状況及びその意向を踏まえて、医師により交付される訪問看護指示書及び居宅介護支援事業所が作成する利用者の居宅サービス計画に沿って、訪問看護計画書を作成し、これに従って計画的にサービスを提供します・
2 訪問看護計画の作成に当たっては、事業所は事前に担当者を訪問させ、利用者の日常生活の状況及びその意向を確認するとともに、作成後は利用者にその内容を説明します。また、同意を得た上で交付します。
3 事業所は、利用者がサービス内容や提供方法等の変更を希望し、その変更が居宅サービス計画の範囲内で可能なときは、速やかに訪問看護計画書の変更等の対応を行います。
4 事業所は、居宅サービス計画の期間に基づき利用者の状況の評価等を行い、必要に応じてサービスの内容を見直します。
5 事業所は第3項の申し出に対し稼働状況等により、利用者の希望する内容にてサービスの提供ができない場合、居宅介護支援事業所との連絡調整のもとで、他の提供可能な内容を利用者に提示して協議するものとします。
6 事業所は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合、速やかに居宅介護支援事業者への連絡調整等の援助を行います。

第１3条（サービス提供の記録）
1 事業所はサービスを提供した際には、サービス提供記録書の書面に提供したサービスの内容及び各種体制加算状況等必要事項を記入します。
2 事業所は、サービス提供記録書等の記録を作成し、サービス終了後５年間はこれを適切に保存し、利用者の求めに応じて閲覧に応じ、又は実費負担によりその写しを交付します。

第14条（介護保険証、及び介護保険負担割合証、その他保険証の確認）
　サービス利用に当たり介護保険証、介護保険負担割合証、その他保険証の内容について確認をさせていただきます。

第15条（虐待の防止のための措置）
　事業所は利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。
1 虐待を防止するための対策を検討する委員会の定期的な開催、及び虐待予防のための指針の整備
2 従業員への委員会結果の周知
3 従業員に対し、虐待防止のための研修を定期的（年1回以上）実施
4 サービス提供中に、当該事業者従業員又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します

第16条（緊急時・事故発生時の対応）
1 サービス提供により事故が発生した場合は、市区町村、当該利用者の家族、当該利用者に係わる居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、事故の状況及び事故に際してとった処置を記録し、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。
2 サービスの提供を行っている時に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡等を行います。
3 緊急時訪問看護加算（24時間対応体制加算）に同意された場合に限り、サービスの提供を行っていない時にも常時電話連絡を取ることができます。

第17条（業務継続計画の策定）
事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期業務再開を図るための計画（以下、業務継続計画という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
1 事業所は従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
2 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

第18条（秘密保持）
1 業務上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報を、利用者又は第三者の生命、身体等の危険防止の為など正当な理由がある場合を除いて契約期間中及び契約終了後も第三者に漏らすことはありません。従業員についても、退職後もこれらの秘密を保持するべき旨を従業員との雇用契約の内容とします。
2 あらかじめ文章等により利用者の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず居宅介護支援事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情報を利用できるものとします。

第19条（衛生管理）
　事業者は、感染症の発生又はまん延を防ぐために必要な措置を講じるとともに、従業員に対し定期的に健康診断等を実施します。また、日頃からの手洗いうがいの徹底に努め、当事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備し、従業員に対し感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

第20条（従業員の研修）
事業者は、従業員の資質の向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備します。
1 採用時研修
2 事業所内研修

第21条（相談窓口、緊急時連絡先及び苦情対応）
1 当事業所でのサービスに関する苦情・ハラスメント等の相談は、次の窓口で対応いたします。
しんしあ訪問看護
電話番号　　0463-57-2363
FAX番号　　0463-67-8812
相談責任者　齋藤　明子（サイトウ　アキコ）
対応時間　　午前9時00分より午後５時まで（平日・祝日）







2 次の公的機関においても、苦情・ハラスメント等の相談ができます。
平塚市役所　介護保険課
　所在地　　神奈川県平塚市浅間町9-1
電話番号　0463-21-8790
対応時間　午前8時30分より午後５時00分まで（平日）





大磯町役場　福祉課
　所在地　　神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号　0463-61-4100
FAX番号　0463-61-6002
対応時間　午前8時30分より午後５時15分まで（平日）







神奈川県国民健康保険団体連合会
　所在地　　神奈川県横浜市西区楠町27番地1
電話番号　045-329-3447
対応時間　午前8時30分より午後５時15分まで（平日）

















[bookmark: _Hlk218587220]令和　　年　　月　　日
本書面を交付し、重要事項を説明しました。

事務所　所在地　神奈川県平塚市黒部丘23番７号
　　　　名　称　しんしあ訪問看護
　　　　
説明者　　　　　　　　　　　　　

令和　　年　　月　　日
上記のとおり説明を受け、サービス提供の開始に同意し、本重要事項説明書の交付を受けました。

利用者　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
[bookmark: _Hlk218587389]氏名　　　　　　　　　　　　　　　　

代理人　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
